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は じ め に 

（国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書の設定について） 

平成１ ６ 年３ 月２ ９ 日 

国立大学法人会計基準等検討会議 

 

１ 国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書に係る検討の経緯 

国立大学法人会計基準等検討会議（以下、｢検討会議｣という。）は、平成１４年３月

文部科学省大臣官房長の委嘱を受けた会計、財政等の学識経験者によって構成され、国

立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下、｢国立大学法人等｣という。）にふさわし

い会計基準の細目について専門的見地から検討を重ね、その成果を平成１５年３月に

『「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」』として公表した。 

その後、検討会議は、国立大学法人等の財務諸表の信頼性を担保するためには、その

作成基準である会計基準とともに、会計監査の規範となる監査の基準が重要なインフラ

ストラクチャーであるという認識の下、平成１５年９月より、国立大学法人等に対する

会計監査人の監査の基準に関する総合的な検討を重ねてきたところであり、その議論の

成果を「国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」（以下「報告書」とい

う。）として取りまとめた。 

 

２ 報告書の内容と取扱い 

報告書は、企業会計の監査基準（平成１４年１月２５日全面改訂）及び独立行政法人

に対する会計監査人の監査に係る報告書（平成１３年３月７日 独立行政法人会計基準

研究会 平成１５年７月４日改訂 独立行政法人会計基準研究会 財政制度等審議会 

財政制度分科会 法制・公会計部会 公企業会計小委員会）を参考としつつ、国立大学

法人等の特性を踏まえてとりまとめたものであり、国立大学法人等に対する会計監査人

の監査の基準とそれ以外の部分から成っている。 

前者の会計監査人の監査の基準について、検討会議は、会計監査人が国立大学法人法

（平成１５年法律第１１２号。以下「法人法」という。）第３５条において準用する独

立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「準用通則法」という。）第３９

条に定める監査を行うに当たって、現段階において最も適切な基準と考えており、会計

監査人が国立大学法人等との間で会計監査契約を締結する際に、当該契約に盛り込まれ

ることが望ましいと考えている。 

後者の報告書の監査の基準以外の部分については、検討会議において、当該基準を検

討するに当たって国立大学法人等の公共的性格及びその教育研究の特性に配慮しつつ議

論した事項を記述したものであり、監査の基準を解釈するに当たっての指針となるべき

ものである。 

 

３ 今後の取扱いについて 

国立大学法人等は平成１６年４月以降に設立されるものであり、国立大学法人等に対

する会計監査人の監査に関する理論及び実務は、今後より一層の進展が期待されるとこ 



ろである。 

 

また、監査基準は、本来、監査慣行の形成・蓄積に基づき確立されるものである。企 

業に対する会計監査においては、監査基準は企業会計審議会が設定し、その後、監査慣 

行等の成熟に伴い、日本公認会計士協会が、公正な監査慣行の確立を図る自主的な機関 

として、会員に対し遵守すべき具体的な指針を示す役割を担うこととされたところであ 

る。 

こうした企業会計の発展の経緯を踏まえ、検討会議は、国立大学法人等に対する会計 

監査人の監査（その具体的な指針等も含む。）に係る検討については、今後は、日本公 

認会計士協会が関係者と協議の上、適切に、かつ、継続して行っていくことが必要と考 

える。 
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                              平成２４年３月２９日 

   国立大学法人会計基準等検討会議       

 

 

 国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下「国立大学法人等」という。）に対する

会計監査人の監査の基準は、国立大学法人会計基準等検討会議（以下「検討会議」という。）

において、平成１６年３月に「国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」（以

下「国立大学法人の監査基準」という。）として取りまとめた。 

 その後、企業会計審議会等の定める監査の基準（以下「企業会計の監査の基準」という。）

においては、平成２２年３月２６日に、国際監査基準（ＩＳＡ）における明瞭性プロジェ

クト（すべての基準を必須手続とそれ以外の手続に明確に区分することなどを内容とする）

への対応として、監査報告書の記載区分及び追記情報などに係る報告基準の抜本的な改訂

が行われたところであり、この企業会計の監査の基準の改訂を踏まえ、現行の国立大学法

人の監査基準における改訂の要否及び改訂が必要とされる内容について、取りまとめを行

ったので報告するものである。 

 

１ 国立大学法人の監査基準の改訂内容 

  国立大学法人の監査基準は、企業会計の監査の基準及び独立行政法人会計基準に対す

る会計監査人の監査にかかる報告書（以下「独立行政法人の監査基準」）を参考として

いるところであり、今般、上記の国際会計基準における明瞭性プロジェクトへの対応と

して、独立行政法人の監査基準の改訂を受けたものである。 

 具体的には、まず、企業会計の監査の基準において、監査人の報告責任が「財務諸表

に対する意見」と「それ以外の書類に対する報告」に区分することとされたことを踏ま

え、改訂後の国立大学法人の監査基準では、従来、区分していなかった財務諸表等に対

する監査結果（利益の処分又は損失の処理に関する書類（案）を除く財務諸表、利益の

処分又は損失の処理に関する書類（案）、決算報告書及び事業報告書に対する意見）を、

その性質に応じて、「財務諸表に対する監査意見」、「法令等が要求する利益処分案及

び決算報告書に対する意見」及び「事業報告書に対する報告」の３つに区分して表明す

ることとした。これにより、企業会計の監査の基準と同様、財務諸表に対する監査意見

と国立大学法人法第３５条において準用する独立行政法人通則法が要求する意見等との

相違を明確にすることが可能になった。 

 この他、監査報告書の記載区分において、国立大学法人等の長や会計監査人の責任を

区分して明記すること、追記情報について強調事項と説明事項を区分して記載すること

等の改訂を行い、監査報告書の明瞭性を担保することとした。 

 なお、今般の企業会計の監査の基準の改訂において、その財務諸表に対する監査意見

の表明内容について、経営者が採用する財務報告の枠組みにより、無限定適正意見の表

明が可能である「適正表示の枠組み」と単に適用される財務報告の枠組みに準拠して作



成されている旨意見表明される「準拠性の枠組み」に区分することが求められている。

この点、国立大学法人会計基準及び同注解においては、「その他国立大学法人等の状況

を適切に開示するために必要な会計情報を注記しなければならない。」（同会計基準第

７７第１項）と規定されており、「適正表示の枠組み」の該当要件を満たしていると考

えられる。 

 

２ 今後の課題 

  国立大学法人等に対する会計監査人の監査に係る検討が、その具体的な指針等も含

め、今後、日本公認会計士協会が関係者と協議の上、適切に、かつ、継続して行われ

ることが必要と考える。 
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                              平成２７年３月１０日 

   国立大学法人会計基準等検討会議       

 

 

１ 国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書の改訂の経緯 

国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下「国立大学法人等」という。）に対す

る会計監査人の監査の基準は、企業会計審議会等の定める監査の基準(以下「企業会計

の監査基準」という。)及び独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書（以

下「独立行政法人の監査基準」）を参考としつつ、国立大学法人等の特性を踏まえて検

討を行い、国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書(以下「国立大学法人

の監査基準」という。)として取りまとめ、その後、平成２４年３月において、国際監

査基準（ＩＳＡ）における明瞭性プロジェクトへの対応に係る改訂を行った。 

今回、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１２月２４日閣議

決定。以下「閣議決定」という。）において、法人の内外から業務運営を改善する仕組

みの導入として、会計監査人の調査権限等を明確化し、会計監査の指針を見直すことと

された。また、この閣議決定を踏まえた「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」

（平成２６年 法律第６６号）（以下「改正通則法」という。）が、平成２７年４月か

ら施行されることとなった。これを受けて、総務省に設置されている独立行政法人会計

基準研究会及び財務省に設置されている財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計

部会の下に設置された共同ワーキング・チームにおいて、独立行政法人の監査基準が改

訂されたところである。 

以上を踏まえ、現行の国立大学法人の監査基準について、改訂の要否及び改訂が必要

とされる内容について、取りまとめを行ったので報告するものである。 

 

２ 国立大学法人の監査基準の改訂内容 

閣議決定では、「法人の内外から業務運営を改善する仕組みを導入」することとして、

「監事の機能強化等による法人の内部ガバナンスの強化」を求めており、これを受けた

改正通則法では、従来規定されていなかった会計監査人の子法人に対する調査権、役員

の不正行為等に関する監事への報告義務及び会計監査人の損害賠償責任等の規定が新

たに設けられ、独立行政法人の監査基準にも反映された。国立大学法人法第３５条にお

いて通則法を準用している国立大学法人においても、上記内容について監査基準を改訂

した。また、改正通則法第３８条の準用に伴い、従来三つに区分して表明することとさ

れていた財務諸表等に対する監査結果を、「財務諸表に対する監査意見」及び「法令等

が要求する利益処分案、事業報告書及び決算報告書に対する報告」の二つに区分して表

明することとした。 

併せて、平成２４年の国立大学法人の監査基準の改訂において、現行の企業会計の監

査基準とは表現、規定が異なる部分があったため、今回、整合させるための修正も併せ



て行った。 

 

３ 今後の発展について 

国立大学法人等に対する会計監査人の監査に関する理論及び実務は、国立大学法人等

の制度及び組織の運営状況を踏まえながら対応をしていくことが求められるものであ

り、改訂後の国立大学法人の監査基準の内容についても、実務の進展に応じて適宜対応

するとともに、より一層の充実が図られるべきものであると認識する。 

今後とも、国立大学法人等に対する会計監査人の監査に係る検討が、その具体的な指

針等も含め、日本公認会計士協会及び関係機関とが十分な協議の上、適切・かつ継続し

て行われることが必要と考える。 

 

４ 実施時期 

改訂後の国立大学法人の監査基準は、平成２７年４月１日から適用する。 

 

 


